
 

２０２５年度実施 

２０２６年度採用 
 

明石市職員採用試験案内 

 

 

【臨時用務員（幼稚園）】 

【臨時用務員（保育所）】 

   

 
 

 

 

 

 

試験日 
２０２６年１月２５日（日）  

※学校用務員との同時申込はできません。 

試験会場 明石市役所 

受付期間 ２０２５年１２月９日(火)～２０２６年１月９日(金) 

 

 

 

 



 

１ 募集内容 

※ 受験資格については、下記について十分ご確認ください。 

  ・外国人の受験資格については、永住許可を受けている人に限ります。  

 

 

２ 任用期間等 

「会計年度任用職員」として採用し、２０２６年４月１日から２０２９年３月３１日まで（最長３

年間）の任用期間とします。 

ただし、１年ごとの勤務成績によって任用を更新します（再度の任用）。 

また、任期最終年に再度試験を受験し、合格した場合、引き続き勤務することが可能です。 

なお、任期中に６５歳に達する者にあっては、６５歳となる年度末までを任用期限とします。 

採用後１月間は、地方公務員法第２２条の規定に基づき条件付採用とし、その間職務を良好な成績

で遂行した時に、正式採用とします。なお、再度の任用の都度、同様の取り扱いとなります。 

 

 

３ 試験合格から採用まで 

合格基準を満たした者を、採用候補者名簿（有効期限：２０２７年３月３１日まで）に成績上位

順に登載し、上位の者から順次、採用します。 

４月１日付の採用予定者は、２０２６年２月２５日（水）に健康診断を行い、勤務に支障がない

と認めたときは、採用します。 

年度途中に欠員が生じた場合(職員の退職等)には、４月１日以降、採用候補者名簿の成績上位者

から順次、健康診断を行い、勤務に支障がないと認めたときは、採用します。 

ただし、採用候補者名簿に登載されても、採用されない場合があります。 

  職種 
採用予定

人数 
職務内容 

受験資格 

（以下のいずれにも 

   該当する人） 

【臨時】 

用務員 

(幼稚園) 

６名 

程度 

幼稚園管理業務 

（清掃･樹木草花の手入れ・施設の簡単な

修理及び手入れ･来客に対する湯茶など

の応対・市役所と園との相互定期連絡業

務・印刷業務など） 

・１９６１年（昭和３６年） 

４月２日以後に生まれた方 

【臨時】 

用務員 

(保育所) 

３名 

保育所管理業務 

（清掃･樹木草花の手入れ・施設の簡単

な修理及び手入れ･来客に対する湯茶

などの応対・市役所と園との相互定期

連絡業務・印刷業務など） 

・１９６１年（昭和３６年） 

４月２日以後に生まれた方 



 

４ 試験内容等 

 ※集合時刻等試験日の詳細については、申込期間終了後に郵送でお知らせします。 

  

５ 試験結果発表 

発表時期 発 表 方 法 

２月中旬 
合格者は明石市のホームページに受験番号を掲載します。 

受験者には、文書でも通知します。 

 
 
６ 勤務条件、給与等 
◆給与 

【臨時用務員（幼稚園）・（保育所）】 

 基本給：月額 ２０８，１１５円（年収約３４５万円） 給料月額・地域手当を含む 

※上記の月額及び年収は２０２５年１２月１日現在のものであり、給与改定等を受けて変更される

ことがあります。 

また、年収は、年２回の賞与が満額割支給された場合の金額です。採用初年度は、在職期間が短

いため、年２回の賞与とも支給割合が下がりますので、年収は約３１１万円となります。 

※上記の他、時間外・休日勤務手当、通勤手当等を支給します。 

※フルタイムの会計年度任用職員として継続して６月を超えて勤務した時は、退職手当が支給され

ます。なお、退職手当の支給対象となった場合、雇用保険の被保険者資格を喪失します。 

※１年ごとの再度の任用時に昇給します（上限あり）。 

  

◆勤務時間・休暇等 

【臨時用務員（幼稚園）・臨時用務員（保育所）】 

 

◆ 健康保険等 

共済組合短期給付等（健康保険相当）、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 

任用 2年目からは、厚生年金保険から共済組合に変更となります。なお、雇用保険   

は退職手当の支給対象となるまでの加入です。 

 

試 験 日 内  容 場  所 

１月２５日（日） 
適性検査 [言語、計算、読図、読解等] 

個人面接 
明石市役所 

勤務時間 

週３８時間４５分（１日７時間４５分×５日） 

【幼稚園】  ８時００分～１６時３０分（休憩４５分） 

【保育所】  ８時３０分～１７時１５分（休憩６０分） 

週休日等 土曜日及び日曜日、休日(祝日、12月 29日から 1月 3日まで) 

休 暇 年次有給休暇２０日、夏季休暇６日等 

福利厚生 健康診断（年１回）、職員互助会（任意加入） 



７ 申込手続 

申 

込 

書 

類 

 

(1)明石市職員（臨時用務員）採用試験申込書①、②（本市所定の様式） 

(2)受験票（本市所定の様式） 

(3) 返信用封筒２枚（長３サイズ封筒（12ｃｍ×23.5ｃｍ）それぞれに、返信先

住所・宛名を明記し、１１０円切手を１枚ずつ貼り付けてください） 

 

※ 外国籍の人は、上記のほかに特別永住者証明書もしくは在留カードまたは在留資格が 

記載されている住民票の写しを提出してください。 

 

 

申 

込 

受 

付 

方 法 

上記申込書類を下記まで郵送してください。 

※封筒の表に「職員採用試験申込書在中」と朱書きし、下記へ郵送して

ください。 

提出先 

〒６７３－８６８６ 

明石市中崎 1丁目 5番 1号 

明石市役所 こども局こども育成室 運営担当 

期 間 

受付期間  ２０２５年１２月９日(火)～ 

２０２６年１月９日(金)まで 
 
※ ２０２６年１月９日(金)必着のこと。 

１月１０日(土)以降に到着したものについては、いかなる理由があっても

受付できませんので、余裕を持って発送を行うようにしてください。 

 

※ 受付後、返信用封筒で受験票等を郵送します。 

同年１月２２日(木)までに受験票等が到着しない場合は、下記まで連絡し

てください。 

 

（申込み・問合せ先・郵送先） 
 

 

 

〒 673-8686 明石市中崎 1丁目５番１号  

 

    明石市こども局こども育成室（運営担当） 電話 078-918-5149  

 

 


